
３．再就職状況の概要

　令和４年度に退職した対象職員の再就職の状況は次のとおりです。

４．令和４年度に退職した対象職員のうち、営利企業等への再就職の状況は次のとおりです。

1 R5.4.1

2 R5.4.1

3 R5.4.1

櫻林　英二 産業部 部長 R5.3.31 社会福祉法人　甲府市民生福祉会 施設長

有賀　研一 市立甲府病院事務局 部長 R5.3.31 社会福祉法人　甲府市社会福祉協議会 福祉サービス課長

名称等 役職等

横打　幹雄 行政経営部 部長 R5.3.31 一般社団法人　甲府市観光協会 事務局長

【部長職】

No. 氏　名 退職時所属 退職時職位 退職年月日
再就職先

就任年月日

7

計 18 10 2 3 0 15

課長職 9 6 1 0 0

5

室長職 3 3 0 0 0 3

部長職 6 1 1 3 0

退職時職位 退職者数
再就職先

再就職者合計
本市再任用職員

本市会計年度
任用職員 外郭団体等 民間企業等

甲府市職員の退職後の再就職状況

　甲府市では市職員（課長職以上）の再就職について、「甲府市職員の退職管理に関する条例」、「甲府市職員の退職管理に関する条例施行規則」を
定め、再就職状況の公表を行うなど、その透明性及び信頼性の確保に努めています。

１．対象者

　公表前年度に退職した外郭団体等へ再就職した課長職以上の職員（他自治体との交流による割愛退職等を除く。）

２．営業活動の制限について

　登録業者等に再就職した職員に対し、本市退職後２年間は、退職前５年間に担当していた業務に関連する営業活動を行うことを禁止しています。


